
通関手続き等を説明する講師を派遣します

無料で

横浜税関では、管内の輸出入に携わる企業（※1）、各種業界
団体の皆様が開催するセミナーや研修会に、以下に掲げる
通関手続き等の説明を行う講師として、職員を派遣 （オンライ
ン形式を含む（※2） ）いたします。

ご希望がございましたら、まずはお気軽にお問合せ下さい。
※1 個社単位ではお断りしていますが、関連会社等と合同で開催の場合は受け付けています。
※2 利用するweb会議ソフトの種類によっては対応できない場合があります。

横浜税関 業務部 管理課
TEL 045-212-6130
E-mail yok-gyoumuk@customs.go.jp

説明内容

●通関手続き
【輸出・輸入共通】通関手続きの流れ、個人通関（輸出・輸入申告書の作成）
【輸出】輸出統計品目番号、他法令
【輸入】品目分類・税率、関税評価（課税価格）、他法令、減免税、知的財産

●原産地認定
EPA特恵税率、RCEP協定等各EPA、原産地証明手続

●AEO制度
認定事業者（特定輸出者 等）、相互承認

●注意事項
輸出入禁止・規制品目

費 用
無料（講演料、交通費等一切不要です。）
※会場やスライド等機材、資料の印刷は主催者側でご準備下さい。

派遣場所
対面の場合は貴団体の所在地等 お問合せ先はこちら

ペリーカスタム君
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